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別紙１ 

記 載 例（新築・取得・増改築・改修等・用地購入）/１年だけの計画） 

 

 

地域集会所施設整備等事業計画書 

令和８年○月○日 

多治見市長 

申請者 

                 団体名   ＊＊＊＊＊＊＊＊町内会・区 

代表者名  ＊＊＊町内会長・区長 ＊＊＊＊ （※） 

          (※)法人は記名押印をしてください。（代表者本人が自署するときを除く） 

              法人以外は、本人が自署しないときは押印してください。 

住 所   多治見市○○町〇－○○ 

                 連絡先   ＊＊＊＊－＊＊－＊＊＊＊ 

 

地域集会所の整備等について、多治見市地域集会所施設整備等事業補助金交付要綱第６条の 

規定により、事業計画書を提出します。 

事業の名称 
地域集会所施設整備等事業《●●●●●集会所の〇〇（新築、増改

築、改修、用地購入）事業》 

集会所の名称 ●●●●●集会所（新設の場合は、仮称で記入） 

集会所の所在地 

又は建設予定地 
多治見市〇〇町〇―〇〇 

建物が新築された

年月日 
昭和〇年〇月〇日に工事着手  ※不明の場合は空欄のままご提出ください 

建物を取得した 

年月日 
昭和〇年〇月〇日       ※不明の場合は空欄のままご提出ください 

事業目的 
【例】●●●●●集会所を改修することにより地域コミュニティ活動の

拠点の場とする。 

事業の公益的効果 
（どんな効果があるか記入） 

例：集会所の新設、利用促進、長寿命化等 

事業実施予定期間 
（令和９年４月１日から令和１０年３月３１日の間） 

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 

事業の収支予算 

 

収  入   （円） 支  出  （円） 

財源区分 金 額 事業区分 金 額 うち補助対象 

市補助金 (要綱に基づきます) 工事費   

例：町内会 

・区費 

 
   

例：積立     

例：寄附等     

合 計  合 計   

添付書類 
※裏面「事業計画書の添付書類」掲げる添付書類 

（事業によって異なります） 

備  考 
上記で収支予算書を兼ねる場合は、「上記、収支予算書を兼ねる」と

記入。 

 

項目は自由に追加してくださ

い。 

「別紙参照」でも構いません。 

合計は、「収入」＝「支出」 

市補助額は、 

千円未満切捨て 

事業計画時の補助申請額

が限度となるのでご注意く

ださい。 
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ア：地域集会所施設整備等補助金事業計画書の添付書類について 

 

 (※1)耐震診断の結果が分かる書類、建築士が建築士法に基づき設計し、かつ、（一社）岐阜県建築士事務所協会の耐

震診断判定委員会又は岐阜県知事の認める専門機関に耐震性能の判定が諮られた設計であることが分かる書類 

 

 

 

 

事業 事業計画書の添付書類 

増改築 

・位置図（地図） 

・見積明細書または設計書 

・図面（増改築前と後が分かるもの） 

・収支計算書（事業計画書に含む） 

・現況写真 

改修等 

・位置図（地図） 

・見積明細書または設計書 

・図面（改修前と後が分かるもの） 

・収支計算書（事業計画書に含む） 

・現況写真 

ただし、耐震補強工事の場合は（※１）を参照 

耐震診断 

・位置図（地図） 

・見積明細書または設計書 

・図面 

・収支計算書（事業計画書に含む） 

・現況写真 

・建築時期が分かる書類 

新築 

・位置図（地図） 

・見積明細書または設計書 

・図面 

・収支計算書（事業計画書に含む） 

・現況写真 

・土地の所有者が分かる書類（登記簿謄本の写し等） 

・土地使用賃貸借契約書案 

取得 

・位置図（地図） 

・現所有者の住所・氏名・地積・用途が分かるもの 

・見積明細書 

・売買契約書案 

・収支計画書（事業計画書に含む） 

・現況写真 

・建築物図面 

・検査済証 

建設用地 

購入 

・見積書 

・土地売買契約書案 

・現所有者の住所・氏名・地積・用途が分かるもの 

・収支計算書（事業計画書に含む） 

・現況写真 

集会所 

用地借地 

・収支計算書（事業計画書に含む） 

・土地使用賃借契約書（（案）を含む） 

・建築面積が分かるもの（火災保険の証書等） 

・土地の所在地・借地面積が分かるもの 
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イ：補助対象経費・補助率・補助限度額等 

 

 

ウ：完成時概算払請求について 

 

 完成時概算払請求は、自治会の負担を軽減する目的として、工事が完成し、事業者から工事代金の 

請求がされた時点で、工事代金の請求書等を概算払請求書に添付いただくことで、補助金を交付する 

ことができる制度です。概算払いを希望の方はくらし人権課までご相談ください。 

事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 備考 

増改築 

増築： 

100万円以上 

改築： 

200万円以上 

1/3 

以内 
300万円 

新築後又は取得後 

10年以内は対象外 

 

 

改修等 

20万円以上 

具体例は 

別紙２を参照 

1/3 

以内 

200万円 

(耐震補強工事と併せ

て行う場合300万円) 

耐震診断 耐震診断に要する経費 
1/2 

以内 

100万円 

(ただし、2,000円/㎡

以内) 

 

新築 新築に要する経費 
1/3 

以内 
1,400 万円 

 

取得 取得に要する経費 
1/3 

以内 
1,400万円 

 

建設用地 

購入 

建設用地購入に要する 

経費 

1/2 

以内 
1,000万円 

 

集会所 

用地借地 

集会所用地の借地に 

要する経費 

9/10 

以内 

固定資産評価額によ

り上限を設定 

※上限については、くらし人権

課にお問い合わせください。 
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別紙２ 

＊改修の具体例 

 

内容 備考 

壁 補修を伴わないクロスの張り替え、壁塗りを除く。 

天井 補修を伴わないクロスの張り替えを除く。 

床 補修を伴わないクロスの張り替えを除く。 

屋根 補修を伴わない塗り替えを除く。ただし、防水塗装は対象とする。 

換気扇の改修又は設

置 
天井又は壁工事と併せて行う場合のみ対象とする。 

照明器具（天井埋込み

型）の改修又は設置 
天井工事と併せて行う場合のみ対象とする。 

空調設備の改修又は

設置 
 

トイレ 
安全性、バリアフリー、ユニバーサルデザインを考慮した便器の付け

替え、床の張り替え等建物本体の改修を伴う場合のみ対象とする。 

洋式便器への取替え ※高齢者サロン等で利用している集会所の場合は、他の補助金（高齢

福祉課所管「多治見市介護予防・生活支援活動拠点整備事業補助金」：

補助率 10/10 限度額 50万円）を活用できる場合がありますのでご相

談ください。 

 

 

(注)引戸への取替えは、地域集会所施設整備等補助金では補助対象とならな

い場合があるため、事前にご相談ください。 

段差の解消 

手すりの取付け 

引戸への取替え(注) 

滑り防止のための床

の張り替え 

上下水道配管工事 建物内での工事のみ対象とする。 

電気工事 建物内での工事のみ対象とする。 

テレビ配線工事 

ケーブルテレビ工事 
建物内での工事のみ対象とする。 

土地造成 新築等の場合は対象とする。 

設計委託 
補助対象事業に係るものは対象 

補助対象外事業に係る設計を除く。 

耐震補強工事 
建物が昭和 56 年５月 31 日以前に着工されたものであれば対象とす

る。 
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＜参考＞ 質問の多い事例 

 

補助対象外： 

事務手数料、備品購入費、物置、倉庫、駐車場、既存建築物の取壊し費用、移転費用などに要する

経費 

その他、本市の他部署、県、国等の補助金など、控除すべき特定財源がある場合 

内  容 補助対象 備 考 

畳の表替え・交換 △（一部補助対象） 劣化によるものは対象 

建具（襖・障子）の交換 △（一部補助対象） 劣化によるものは対象 

白アリ駆除 ×（補助対象外） 

白アリ駆除のための工事は対象外 

※白アリ被害による床（基礎）の改修

工事は対象 

ＴＶ配線宅内工事・ 

ケーブルテレビ宅内工事 
△（一部補助対象） 

建物内での工事のみ対象 

建物外配線工事は対象外 

ＴＶの購入・アンテナ・受信機 ×（補助対象外） 備品とみなす 

じゅうたん・カーペット ×（補助対象外） 備品とみなす 

システムキッチン ×（補助対象外） 備品とみなす 

ガスレンジ・給湯器本体 ×（補助対象外） 備品とみなす 

消火器の設置 ×（補助対象外） 備品とみなす 

たんす・机・いす ×（補助対象外） 備品とみなす 

カーテン・ブラインドの設置 ×（補助対象外） 備品とみなす 

換気扇の改修又は設置 △（一部補助対象） 

天井・壁工事と同時に行う場合のみ対

象 

単なる換気扇の取替は対象外 

外構工事（犬走り、フェンス等） ×（補助対象外）   

浄化槽の撤去 ×（補助対象外）  

土地造成 〇（補助対象） 
新築等の場合は、造成しないと建物が

建たないため 

耐震診断・耐震補強工事 〇（補助対象） 
ただし、建物が昭和 56 年５月 31 日以

前に着工されたもの 

上下水道配管工事 △（一部補助対象） 
建物内での工事のみ対象 

建物外配線工事は対象外 

外壁 △（一部補助対象） 
補修を伴わない塗り替えを除く。ただ

し、防水塗装は対象とする。 


